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【均等割額】

●所得に応じた軽減措置●

【所得割額】

●他の健康保険の被扶養者
　　　　だった方への軽減措置●

【均等割額】

世帯主および被保険者の総所得金額
が下記基準を超えない世帯

軽減割合 均等割額

８．５割軽減

９割軽減

５割軽減

２割軽減

５，８３８円

３，８９２円

１９，４６２円

３１，１４０円

基礎控除額（３３万円）

被保険者全員の年金収入が８０
万円以下で、そのほかの各所
得がない

基礎控除額（３３万円）＋
　２４万５千円×被保険者数　　　
　（世帯主である被保険者を除く）

被保険者の総所得金額等（基礎控除後） 軽減割合

５割軽減５８万円以下

均等割額

所得割率

３８，４２６円
７．１２％

平成２１年度 平成２２年度

３８，９２５円
７．１８％

＝

＋

×

保 険 料（１人あたり）

均 等 割 額 ３８，９２５円

所 得 割 額
所得金額
（基礎控除後）

所得割率
７．１８％

基礎控除額（３３万円）＋
　３５万円×被保険者数

軽減割合 均等割額

９割軽減 ３，８９２円

（年金収入のみの方は年金収入で１５３～２１１万円）
※国保と国保組合に加入していた方は
　軽減対象になりません。※年金収入で１５３万円未満の方は所得割がかかりません。

軽減措置があって
助かりますね

①平成２０年８月～２１年

７月の１２カ月に支払った

自己負担額をもとに算出

②平成２０年４月～２１年

７月の１６カ月に支払った

自己負担額をもとに算出

① ②


